
16

お
知
ら
せ

テ
レ
ワ
ー
ク
セ
ミ
ナ
ー

　

在
宅
ワ
ー
ク
に
よ
る
実
践
的
な
新
し
い

働
き
方
を
体
験
で
き
る
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
在
宅
ワ
ー
ク
を
体
験
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

11
月
10
日
㈯　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

あ
い
ぽ
ー
と
佐
渡

　
（
両
津
夷
３
８
４
番
地
11
）

	

在
宅
ワ
ー
ク
の
仕
組
み
や
登
録
方
法
、

写
真
や
撮
影
素
材
の
並
び
換
え
作
業
等

20
人　

パ
ソ
コ
ン
、
昼
食

	

10
月
30
日
㈫
ま
で
に
お
電
話
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

	

参
加
人
数
が
10
人
に
満
た
な
い
場
合
は
、

開
催
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

産
業
観
光
部
地
域
振
興
課

　

雇
用
促
進
係　

☎
63
―
４
１
５
２

第
２
回
消
費
生
活
講
座

　
「
テ
レ
ビ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
で
届
い
た
商

品
が
思
っ
て
い
た
も
の
と
違
っ
た
？
」
な

ど
の
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

通
信
販
売
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制

度
の
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
安
全
に
利

用
す
る
た
め
に
注
意
す
る
点
に
つ
い
て
学

び
ま
し
ょ
う
。

11
月
１
日
㈭　

午
後
１
時
30
分
～
３
時

ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
佐
渡

　
（
中
原
２
３
４
番
地
１
）

	
テ
レ
ビ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
や
ネ
ッ
ト

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
で
失
敗
し
な
い
方
法
～

通
信
販
売
を
安
全
に
利
用
す
る
た
め
に

一
般
社
団
法
人
消
費
者
力
開
発
協
会

　

消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

　

市
川　

伸
一　

さ
ん

お
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
57
―
８
１
４
３

赤
十
字
救
急
法
基
礎
講
習
会

10
月
28
日
㈰

　

午
前
９
時
～
午
後
２
時

佐
渡
中
央
会
館

　
（
河
原
田
本
町
３
９
４
番
地
）

満
15
歳
以
上
の
方

	

傷
病
者
の
観
察
の
仕
方
や
一
次
救
命
処

置
（
心
肺
蘇
生
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
用
い
た
除

細
動
や
気
道
異
物
除
去
）
等
救
急
法
の

基
礎

１
，
５
０
０
円　

20
人
（
先
着
順
）

10
月
22
日
㈪

赤
十
字
奉
仕
団
員
募
集
中

　

赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
じ
て
地
域
社
会

に
貢
献
し
た
い
と
い
う
想
い
を
持
っ

た
方
々
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

主
な
活
動
は
、
福
祉
イ
ベ
ン
ト
な

ど
へ
の
赤
十
字
ブ
ー
ス
の
出
展
、
炊

き
出
し
訓
練
、
福
祉
施
設
で
の
草
刈

り
や
窓
拭
き
と
い
っ
た
奉
仕
活
動
で

す
。

　

若
い
方
の
赤
十
字
奉
仕
団
へ
の
加

入
が
少
な
く
、
災
害
時
の
活
動
に
つ

い
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
懸
念
さ
れ

て
い
ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い

て
興
味
・
関
心
の
あ
る
方
の
お
電
話

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

・

市
民
福
祉
部
社
会
福
祉
課

　

地
域
福
祉
係　

☎
63
―
５
１
１
３

国
税
に
関
す
る
ご
相
談
・ 

ご
質
問
は
お
電
話
で 

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　

税
務
署
に
お
か
け
い
た
だ
い
た
電
話
は
、

自
動
音
声
案
内
で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

○�

国
税
に
関
す
る
ご
相
談
・
ご
質
問
は

「
１
」
を
選
択

○
窓
口
で
の
ご
相
談
は
「
２
」
を
選
択

　

窓
口
の
混
雑
緩
和
の
た
め
、
事
前
予
約

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○�

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
に
関
す
る
ご

相
談
・
ご
質
問
は
「
３
」
を
選
択

佐
渡
税
務
署　

☎
74
―
３
２
７
６

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
」を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

税
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
て
い
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
税
務
相
談
コ
ー
ナ
ー

で
す
。
税
の
質
問
に
対
す
る
回
答
を
「
税

の
種
類
」
や
「
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
」
で
調

べ
ら
れ
ま
す
。

佐
渡
税
務
署　

☎
74
―
３
２
７
６

「里親」になりませんか
～温かい家庭を必要としている 
　　　　 子どもたちがいます～

　さまざまな事情により家庭
で生活できない子どもたちが
います。
　子どもたちを家族の一員と
して迎え入れ、愛情をもって心
身の成長を支えてくださる「里
親」を求めています。
　里親になるには一定の要件
を満たす必要があります。
　詳しくは、お問い合わせく
ださい。
県中央児童相談所

　☎ 025―381―1111

タックスアンサー
検�索

市報さど　平成30年10月号
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